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告示 
○ 自衛官の募集に関する告示（地域政策課） 

○ 山田土地改良区の役員就退任届（東松山農林振興センター） 

○ 県道川越所沢線の道路の占用を制限する区域の指定（川越県土整備事務所） 

○ 県道練馬所沢線の道路の占用を制限する区域の指定（川越県土整備事務所） 

○ 県道東京所沢線の区域の変更（川越県土整備事務所） 

○ 県道所沢武蔵村山立川線の区域の変更（川越県土整備事務所） 

○ 県道三芳富士見線の供用の開始（川越県土整備事務所） 

○ 埼玉県教育委員会定例会の招集（教委・総務課） 

○ 選挙管理委員会の招集（選挙管理委員会） 

○ 令和５年６月１日現在における選挙人名簿登録者数の 50分の１の数等（選挙管理委員

会） 

○ 包括外部監査の結果に関する措置状況の公表（監査第一課） 

○ 包括外部監査の結果に関する措置状況の公表（監査第一課） 

○ 包括外部監査人の監査の事務を補助する者（監査第一課） 

 

 



 

 

 

告

示 
埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
十
六
号 

 
自
衛
隊
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
百
七
十
九
号
）
第
百
十
四
条
、
第
百
十
七
条
第
一

項
及
び
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
自
衛
官
の
募
集
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 

一 

試
験
種
目 

 
 

第
二
回
自
衛
官
候
補
生
試
験 

二 

応
募
資
格 

 

イ 

採
用
予
定
月
の
一
日
現
在
に
お
い
て
年
齢
十
八
歳
以
上
三
十
三
歳
未
満
の
日
本
国
籍
を
有

 
 

す
る
者
。
た
だ
し
、
三
十
二
歳
の
者
に
あ
っ
て
は
、
採
用
予
定
月
の
末
日
現
在
三
十
三
歳
に

 
 

達
し
て
い
な
い
者
に
限
る
。 

 

ロ 

自
衛
隊
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
五
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る 

 
 

者
に
該
当
し
な
い
も
の 

三 

応
募
者
の
受
付 

 

イ 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
る
場
合 

 
 

 

自
衛
官
募
集
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
m
o
d
.
g
o
.
j
p
/
g
s
d
f
/
j
i
e
i
k
a
n
b
o
s
y
u
/

）
に

お
い
て
受
け
付
け
る
。 

 

ロ 

郵
送
又
は
持
参
に
よ
る
場
合 

 
 

 

各
市
役
所
、
各
町
村
役
場
並
び
に
自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
及
び
各
地
域
事
務
所
に
お

 
 

い
て
受
け
付
け
る
。 

四 

募
集
期
間 

 
 

令
和
五
年
六
月
二
十
日
（
火
）
か
ら
令
和
五
年
七
月
七
日
（
金
）
ま
で 

五 

試
験
種
目 

 

イ 

筆
記
試
験
（
国
語
、
数
学
、
地
理
歴
史
、
公
民
及
び
作
文
） 

 

ロ 

口
述
試
験 

 

ハ 

適
性
検
査 

 

ニ 

身
体
検
査 

 

ホ 

経
歴
評
定 

六 

試
験
期
日 

 

イ 

筆
記
試
験
及
び
適
性
検
査
（
Ｗ
ｅ
ｂ
試
験
方
式
） 

 
 

 

令
和
五
年
七
月
十
四
日
（
金
）
か
ら
同
月
十
六
日
（
日
）
ま
で
の
間
の
任
意
の
日 

 

ロ 

口
述
試
験
及
び
身
体
検
査 

 
 

 

令
和
五
年
七
月
二
十
二
日
（
土
）
か
ら
同
月
二
十
四
日
（
月
）
ま
で
の
間
の
任
意
の
日 



七 

試
験
場
の
位
置
及
び
名
称
（
口
述
試
験
及
び
身
体
検
査
） 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
北
区
日
進
町
一
丁
目
四
十
番
地
七 

 
 

陸
上
自
衛
隊
大
宮
駐
屯
地 

八 

採
用
予
定
時
期 

 
 

令
和
五
年
八
月
下
旬
か
ら
同
年
九
月
下
旬
ま
で
、
同
年
十
一
月
下
旬
、
又
は
令
和
六
年
三
月 

 

下
旬
か
ら
同
年
四
月
上
旬
ま
で 

九 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
及
び
各
地
域
事
務
所
の
位
置
及
び
名
称 

 

イ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
常
盤
四
丁
目
十
一
番
十
五
号
浦
和
地
方
合
同
庁
舎
三
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八
―
八
三
一
―
六
〇
四
三
） 

 
 

 

（
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジh

t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
m
o
d
.
g
o
.
j
p
/
p
c
o
/
s
a
i
t
a
m
a
/

） 

 
 

 

（
電
子
メ
ー
ル

h
q
1
-
s
a
i
t
a
m
a
@
p
c
o
.
m
o
d
.
g
o
.
j
p

） 

 

ロ 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
桜
木
町
二
丁
目
三
百
七
十
六
番
地
Ｍ
Ｓ
―
１
ビ
ル
二
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
さ
い
た
ま
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八
―
六
五
一
―
二
四
二
〇
） 

 

ハ 

埼
玉
県
所
沢
市
西
所
沢
一
丁
目
九
番
十
九
号
鹿
島
屋
ビ
ル
三
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
入
間
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
―
二
九
二
三
―
四
六
九
一
） 

 

ニ 

東
京
都
練
馬
区
大
泉
学
園
町
陸
上
自
衛
隊
朝
霞
駐
屯
地
内 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
朝
霞
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八
―
四
六
六
―
四
四
三
五
） 

 

ホ 

埼
玉
県
熊
谷
市
筑
波
二
丁
目
九
十
八
番
地
駅
前
パ
ー
ル
ビ
ル
二
階 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
熊
谷
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
八
―
五
二
二
―
四
八
五
五
） 

 

ヘ 

埼
玉
県
秩
父
市
大
野
原
四
百
九
十
一
番
地
一
関
東
森
林
管
理
局
埼
玉
森
林
管
理
事
務
所
内 

 
 

 

自
衛
隊
埼
玉
地
方
協
力
本
部
秩
父
地
域
事
務
所 

 
 

 

（
電
話
〇
四
九
四
―
二
二
―
六
一
五
七
） 



告

示 
埼
玉
県
告
示
第
六
百
九
十
七
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、

山
田
土
地
改
良
区
か
ら
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い

て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 
 

 
 

一 

就
任 

 
 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 
 

理
事 

 

小 

髙 

孝 
 

 
埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
山
田
五
百
九
十
四
番
地 

 
 

同 
 

 

小 

髙 

明 

也 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

五
百
十
六
番
地 

 
 

同 
 

 

服 

部 

雅 

俊 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

二
百
二
十
四
番
地
二 

 
 

同 
 

 

鈴 

木 

次 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

二
千
二
百
九
十
七
番
地 

 
 

同 
 

 

関 

口 
 

 

廣 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

九
百
六
十
六
番
地 

 
 

同 
 

 

贄 

田 

昭 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

九
百
五
十
番
地 

 
 

同 
 

 

贄 

田 

勝 

正 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 
同 

千
百
四
十
一
番
地 

 
 

同 
 

 

服 

部 
 

男 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 
千
六
百
七
十
七
番
地 

 
 

同 
 

 

内 

田 

孝 

義 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
七
百
十
番
地 

 
 

同 
 

 

鈴 

木 

和 

市 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

二
千
二
百
七
番
地 

 
 

同 
 

 

野 

澤 

一 

郎 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

二
千
三
百
九
十
二
番
地 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

同 
 

 

鈴 

木 

忠 

則 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

二
千
二
百
六
十
八
番
地 

 
 

同 
 

 

加 

藤 

義 

雄 
 

同 
 

東
松
山
市
大
字
大
谷
千
五
十
八
番
地
二 

 
 

同 
 

 

中 

島 
 

 

勇 
 

同 
 

同 
 

 

同 

同 

八
百
八
十
九
番
地 

 
 

監
事 

 

贄 

田 

靜 

男 
 

同 
 

比
企
郡
滑
川
町
大
字
山
田
千
四
百
六
十
七
番
地 

 
 

同 
 

 

岩 

田 
 

力 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

四
百
五
十
八
番
地 

 
 

同 
 

 

酒 

巻 

一 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

百
十
八
番
地 

二 

退
任 

 
 

職
名 

 

氏 

名 
 

 
 

 
 

住 

所 

 
 

理
事 
 

鈴 

木 

次 

雄 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
山
田
二
千
二
百
九
十
七
番
地 

 
 

同 
 

 

小 

髙 

孝 
 

 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

五
百
九
十
四
番
地 

 
 

同 
 

 

小 

髙 

明 

也 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

五
百
十
六
番
地 

 
 

同 
 

 

岩 

田 
 

力 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

四
百
五
十
八
番
地 

 
 

同 
 

 

服 

部 

雅 

俊 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

二
百
二
十
四
番
地
二 



 
 

同 
 

 

贄 

田 

守 

男 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
二
百
五
十
四
番
地
五 

 
 

同 
 

 

関 

口 

清 

春 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

九
百
七
十
二
番
地 

 
 

同 
 

 

贄 

田 

仁 

一 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

九
百
三
十
七
番
地 

 
 

同 
 

 

贄 

田 

勝 

正 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
百
四
十
一
番
地 

 
 

同 
 

 
贄 

田 

靜 

男 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
四
百
六
十
七
番
地 

 
 

同 
 

 

服 
部 

 

男 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
六
百
七
十
七
番
地 

 
 

同 
 

 

内 

田 
孝 

義 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
七
百
十
番
地 

 
 

同 
 

 

服 

部 
清 
一 

 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

千
六
百
九
十
一
番
地 

 
 

同 
 

 

鈴 

木 

和 
市 

 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

二
千
二
百
七
番
地 

 
 

同 
 

 

野 

澤 

一 

郎 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

二
千
三
百
九
十
二
番
地 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

 
 

同 
 

 

鈴 

木 

忠 

則 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

二
千
二
百
六
十
八
番
地 

 
 

同 
 

 

加 

藤 

義 

雄 
 

同 
 

東
松
山
市
大
字
大
谷
千
五
十
八
番
地
二 

 
 

同 
 

 

山 

科 

益 

雄 
 

同 
 

同 
 

 
同 

東
平
八
百
二
十
八
番
地 

 
 

同 
 

 

中 

島 

清 

壽 
 

同 
 

同 
 

 

同 
大
谷
八
百
八
十
九
番
地 

 
 

同 
 

 

井 

田 
 

 

榮 
 

同 
 

同 
 

 

同 

野
田
五
十
三
番
地 

 
 

監
事 

 

贄 

田 

一 

男 
 

同 
 

比
企
郡
滑
川
町
大
字
山
田
九
百
十
三
番
地 

 
 

同 
 

 

服 

部 

幸 

雄 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

二
千
二
百
九
番
地 

 
 

同 
 

 

酒 

巻 

一 

夫 
 

同 
 

同 
 

同 
 

同 

同 

百
十
八
番
地 



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
六
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路

の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
六
月
十
三
日
か
ら
二
週
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及

び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

落 

合 
 

 

誠 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名 

 
 

 
 

 
 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 

 
 

県
道 

川
越
所
沢
線 

 
 

 
 

 
所
沢
市
大
字
下
安
松
字
中
横
道
北
一
五
六
六
番
三
地
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

か
ら
同
市
東
所
沢
和
田
二
丁
目
三
二
番
一
地
先
ま
で 

二 

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件 

 
 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た 

 

電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直 

 

ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

三 

占
用
を
制
限
す
る
理
由 

 
 

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害 

 

 

の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。 

四 

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日 

 

 
 

令
和
五
年
六
月
十
四
日 



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
七
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路

の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
示
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
六
月
十
三
日
か
ら
二
週
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課
及

び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

落 

合 
 

 

誠 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類
及
び
路
線
名 

 
 

 
 

 
 

占
用
を
制
限
す
る
区
域 

 
 

県
道 

練
馬
所
沢
線 

 
 

 
 

 
 

所
沢
市
大
字
下
安
松
字
下
川
原
一
番
二
地
先
か
ら 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

同
市
大
字
松
郷
二
八
九
番
三
地
先
ま
で 

二 

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件 

 
 

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ
り
前
に
占
用
を
認
め
ら
れ
た 

 

電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
） 

 
 

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、
当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直 

 

ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

三 

占
用
を
制
限
す
る
理
由 

 
 

緊
急
輸
送
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
被
害 

 

 

の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め
。 

四 

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日 

 

 
 

令
和
五
年
六
月
十
四
日 



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
八
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
六
月
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

落 

合 
 

 

誠 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

東
京
所
沢
線 

三 

道
路
の
区
域 



 
新 旧 

旧
新
別 

所
沢
市
大
字
山
口
字
山
下
後
三
四 

番
五
地
先
か
ら
同
市
大
字
山
口
字
山

下
後
四
〇
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 

間 

一
〇
・
三
六
～ 

 
 

 
 

一
六
・
〇
三 

九
・
五
三
～ 

 
 

 
 

 
 

一
六
・
〇
三 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

七
二
・
〇
五 

延 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
二
十
九
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
六
月
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

落 

合 
 

 

誠 
 

 
 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

所
沢
武
蔵
村
山
立
川
線 

三 

道
路
の
区
域 



 
新 旧 

旧
新
別 

所
沢
市
大
字
山
口
字
山
下
後
三
四 

番
五
地
先
か
ら
同
市
大
字
山
口
字
山

下
後
四
〇
番
一
地
先
ま
で 

区 
 

 

間 

一
〇
・
三
六
～ 

 
 

 
 

一
六
・
〇
三 

九
・
五
三
～ 

 
 

 
 

 
 

一
六
・
〇
三 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

七
二
・
〇
五 

延 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
三
十
号 

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

よ
う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
五
年
六
月
十
三
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環
境
課

及
び
埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長 

落 

合 
 

 

誠 
 

 



  

  

三
芳
富
士
見
線 

  

路 
 

線 
 

名 

富
士
見
市
大
字
上
南
畑
字
池
田
二
八
九
八

番
一
地
先
か
ら
同
市
大
字
上
南
畑
字
池
田

二
八
九
三
番
一
地
先
ま
で 

供
用
開
始
の
区
間 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

供
用
開
始
の
期
日 

 

令
和
三
年
十
二
月
二
十
四
日
付
け

埼
玉
県
川
越
県
土
整
備
事
務
所
長

告
示
第
十
二
号
で
告
示
し
た
道
路

予
定
区
域
の
一
部
供
用
開
始
で
あ

る
。
延
長
九
九
・
九
九
メ
ー
ト
ル 

備 

 

考 



告

示 

埼
玉
県
教
委
告
示
第
十
九
号 

 
埼
玉
県
教
育
委
員
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

髙 

田 

直 

芳 

一 

日
時 

 
 

令
和
五
年
六
月
二
十
日 

午
前
十
時 

二 

場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
教
育
局
教
育
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

イ 

埼
玉
県
立
高
等
学
校
通
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て 

 

ロ 

埼
玉
県
立
図
書
館
協
議
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て 

 

ハ 

埼
玉
県
立
歴
史
と
民
俗
の
博
物
館
協
議
会
委
員
の
任
免
に
つ
い
て 

 

ニ 

埼
玉
県
立
近
代
美
術
館
協
議
会
委
員
の
任
命
に
つ
い
て 

 

ホ 

そ
の
他 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
四
十
号 

 
埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

岡 

田 

昭 

文 

一 

日
時 

令
和
五
年
六
月
十
四
日 

午
後
一
時 

二 

場
所 

選
挙
管
理
委
員
会
室 

三 

議
題 

 

 

ア 

埼
玉
県
知
事
選
挙
に
つ
い
て 

 

イ 

埼
玉
県
議
会
議
員
一
般
選
挙
に
お
け
る
当
選
の
効
力
に
関
す
る
異
議
の
申
出
に
つ
い
て 

 

ウ 

そ
の
他 



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
四
十
一
号 

 
 

令
和
五
年
六
月
一
日
現
在
の
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条

第
一
項
、
第
七
十
五
条
第
一
項
、
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一

項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の

五
十
分
の
一
の
数
、
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一

を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
四
十
万
を

超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し

て
得
た
数
及
び
三
分
の
一
の
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

令
和
五
年
六
月
十
三
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

岡 

田 

昭 

文 
 

 
 

一 

地
方
自
治
法
第
七
十
四
条
第
一
項
及
び
第
七
十
五
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者

の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数 

一
二
三
、
〇
九
一
人 

二 

地
方
自
治
法
第
七
十
六
条
第
一
項
、
第
八
十
一
条
第
一
項
及
び
第
八
十
六
条
第
一
項
並
び
に

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る

者
の
総
数
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数 

八
六
九
、
三
一
五
人 

三 

地
方
自
治
法
第
八
十
条
第
一
項
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
（
そ

の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六

分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
） 

 
 

 

選
挙
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

数 

 

南
第
一
区 

草
加
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

六
九
、
六
四
三
人 

 

南
第
二
区 

川
口
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
四
七
、
四
八
四
人 

 

南
第
三
区 

さ
い
た
ま
市
西
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
六
、
一
九
三
人 

 

南
第
四
区 

さ
い
た
ま
市
北
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
一
、
六
六
〇
人 

 

南
第
五
区 

さ
い
た
ま
市
大
宮
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
四
、
四
五
〇
人 

 

南
第
六
区 

さ
い
た
ま
市
見
沼
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
五
、
九
九
八
人 

 

南
第
七
区 

さ
い
た
ま
市
中
央
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
八
、
七
五
七
人 

 

南
第
八
区 

さ
い
た
ま
市
桜
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
六
、
八
四
五
人 

 

南
第
九
区 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
六
、
〇
一
四
人 

 

南
第
十
区 

さ
い
た
ま
市
南
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
二
、
七
四
六
人 



 

南
第
十
一
区 

さ
い
た
ま
市
緑
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
五
、
七
一
一
人 

 

南
第
十
二
区 

さ
い
た
ま
市
岩
槻
区 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
一
、
五
四
七
人 

 
南
第
十
三
区 

上
尾
市
・
伊
奈
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

七
七
、
〇
四
〇
人 

 

南
第
十
四
区 

桶
川
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
一
、
一
七
五
人 

 

南
第
十
五
区 

北
本
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
八
、
九
七
一
人 

 

南
第
十
六
区 
鴻
巣
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
三
、
三
六
九
人 

 

南
第
十
七
区 

志
木
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二
一
、
〇
四
三
人 

 

南
第
十
八
区 

新
座
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

四
五
、
七
八
五
人 

 

南
第
十
九
区 

蕨
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
九
、
八
六
〇
人 

 

南
第
二
十
区 

戸
田
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

三
七
、
四
四
五
人 

 

南
第
二
十
一
区 

朝
霞
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
九
、
三
〇
七
人 

 

南
第
二
十
二
区 

和
光
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
三
、
一
〇
三
人 

 

西
第
一
区 

所
沢
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
七
、
一
三
二
人 

 

西
第
二
区 

入
間
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
一
、
二
五
五
人 

 

西
第
三
区 

飯
能
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
二
、
三
八
一
人 

 

西
第
四
区 

狭
山
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
二
、
六
三
八
人 

 

西
第
五
区 

ふ
じ
み
野
市
・
三
芳
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四
二
、
〇
一
九
人 

 

西
第
六
区 

富
士
見
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
三
一
、
三
二
三
人 

 

西
第
七
区 

川
越
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

九
八
、
〇
四
〇
人 

 

西
第
八
区 

日
高
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
五
、
四
四
七
人 

 

西
第
九
区 

毛
呂
山
町
・
越
生
町
・
鳩
山
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一
六
、
六
九
五
人 

 

西
第
十
区 

坂
戸
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
七
、
七
六
七
人 

 

西
第
十
一
区 

鶴
ヶ
島
市 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一
九
、
七
八
〇
人 

 

西
第
十
二
区 

東
松
山
市
・
川
島
町
・
吉
見
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
六
、
〇
三
一
人 

 

西
第
十
三
区 

滑
川
町
・
嵐
山
町
・
小
川
町
・
と
き
が
わ
町 

 
 

 
 

 

二
一
、
六
五
八
人 

 

北
第
一
区 

秩
父
市
・
横
瀬
町
・
皆
野
町
・
長
瀞
町
・
小
鹿
野
町
・
東
秩
父
村 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
七
、
六
一
二
人 

 

北
第
二
区 

本
庄
市
・
神
川
町
・
上
里
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三
三
、
五
四
五
人 

 

北
第
三
区 

深
谷
市
・
美
里
町
・
寄
居
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

五
一
、
八
三
一
人 
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令和３年度包括外部監査結果に対する措置状況 別添

　監査テーマ：公有財産の維持管理等に係る財務に関する事務の執行について

項　目 概　　　　　要

県有資産総合管
理方針及び資産
類型別計画に対
する評価につい
て 【報告書22
ページ】

【指摘２】計画期間が長期間でない資産類型があり、長期的な視点でのコスト把握
を行うべきである。
　「県有資産総合管理方針」では、長期的な目標のひとつを「財政負担の平準化」
としており、将来負担を見通し計画的な施設の維持管理更新を行い、短期間に施設
管理費用が集中することを避ける、としている。
　この目標に向け、庁舎・公の施設や道路などの資産類型ごとに25の長期的な修繕
計画が策定されており、計画的に修繕を実施している。
　一方で、横断歩道橋、道路トンネル、シェッド、カルバート、門型標識、道路照
明灯、道路標識のインフラ関係の計画は、健全性を５年ごとの定期点検を実施して
把握することや、劣化状況の蓄積が不十分であることから、５年程度の計画となっ
ている。他の資産類型と比較し短い期間の計画となっており、計画期間にばらつき
があること及び一部の計画が短期間の計画となっていることにより、将来的な修繕
コストの把握が不十分となっている。このため、次回の計画更新の際までに、長期
的な視点でのコスト把握を行うべきである。

　 長期的な視点でのコスト把握を行うべく、修繕計画に基づく予防保全型の維持
管理による５０年間のコスト縮減効果を試算し、令和４年度中に横断歩道橋、道
路トンネル、シェッド、カルバート、門型標識、道路照明灯、道路標識について長
寿命化修繕計画の更新を行った。

道路環境課

資産類型別計画
の検討結果につ
いて（埼玉県ダ
ム長寿命化計
画）【報告書117
ページ】

【指摘４】権現堂調節池内の川妻給排水機場の直流電源盤のバッテリーメンテナン
ス及び監視制御設備のPLCバックアップ用電池の交換が必要な状態であり、維持管
理に不十分な点が認められた。
　ダム定期検査で指摘されているとおり、権現堂調節池内の川妻給排水機場の直流
電源盤のバッテリーメンテナンスについては、アルカリ蓄電池の触媒栓の交換時期
を４年以上超過し、監視制御設備のPLCバックアップ用電池については交換推奨時
期を７年以上超過しており、維持管理に不十分な点が認められるため、速やかな対
応が望まれる。
　また、このような長寿命化計画外の修繕等については、次期計画の策定時の参考
とするためにも、場当たり的な対応とならないよう、判断過程等の記録を残してい
くことが望まれる。

   バッテリーメンテナンスについては、触媒電池の交換工事を令和５年３月２８日
付で契約済みであり、令和５年４月１０日より着工している。完了は令和６年３月を
目指している。
   また、監視制御設備のＰＬＣバックアップ用電池については、令和３年１１月に
交換済みである。
 
   長寿命化計画外の修繕等については、毎年実施する年点検、月点検等の点
検記録を基に修繕の必要性を判断している。それらを踏まえながら次期計画の
策定を行っていく。

河川環境課
杉戸県土整備事務所

監　　　査　　　結　　　果
監査結果に基づき、又は参考として講じた措置の内容 担当課所
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令和４年度包括外部監査結果に対する措置状況 別添

　監査テーマ：農林業振興政策に係る財務事務の執行状況について

項　目 概　　　　　要

県産米競争力強
化プロジェクト
推進事業【報告
書73ページ】

【指摘１】契約の締結に要する費用である印紙代は受託者が負担するべ
きである。
  本契約では委託契約書第18条により契約に係る費用は受託者負担であ
ると定められている。しかし、概算払いの委託契約であったため受託者
に費用に係る明細書を提出させ内訳を確認したところ、その中に 「印紙
代」が含まれており、実質県が契約費用を負担したこととなっている。
  印紙代を県が負担することは契約違反であり、受託者に印紙代を返納
するよう指導し、今後は契約内容の遵守を徹底するべきである。

  受託者に対し印紙代を返納するよう求め、令和５年３月３１日に返納させるととも
に、今後は契約内容の遵守を徹底するよう指導した。
  また、再発防止のため印紙税の負担について、課内に周知徹底した。

生産振興課

監　　　査　　　結　　　果
監査結果に基づき、又は参考として講じた措置の内容 担当課所
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